
1 

 

会 議 録 

 

１ 会議名 

令和２年度第１１回安塚区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ○協 議（公開） 

  （１）令和３年度地域活動支援事業について 

 ○報 告（公開） 

  （１）消防団安塚方面隊安塚分団の体制の見直しについて 

○その他（公開） 

３ 開催日時 

令和３年２月２４日（水）午後６時から午後６時２８分まで 

４ 開催場所 

安塚区総合事務所 ３階 ３０１議室 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）の氏名（敬称略） 

・委 員：池田裕夫、池田康雄、石田ひとみ、小松光代、新保良一、中村真二 

秦克博、松苗正二、松野修、山岸重正、𠮷野誠一 

・事務局：安塚区総合事務所 岩野所長、大橋次長、石川市民生活・福祉グループ長（併

教育・文化グループ長）、村松班長、萬羽主事 

８ 発言の内容（要旨） 

【大橋次長】 

・会議の開会を宣言 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上の

出席を確認、会議の成立を報告 

【松苗正二会長】 

・挨拶 
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【大橋次長】 

本日の会議録の確認は、内規により松苗正二会長にお願いする。 

条例第８条第１項の規定により、松苗正二会長から議長を務めていただく。 

【松苗正二会長】 

  それでは、次第３協議事項（１）令和３年度地域活動支援事業について、から議事を

進めていく。事務局に説明を求める。 

【萬羽主事】 

  資料Ｎｏ．１に基づき、令和３年度上越市地域活動支援事業の募集要項案（安塚区版）

について説明。 

【松苗正二会長】 

  事務局から説明があったが、何か御質問等あるか。 

  （質問なし） 

  御質問等なければ、令和３年度上越市地域活動支援事業の募集要項（安塚区版）につ

いては、事務局案のとおりでよろしいか。 

  （「はい」の声多数） 

  それでは、事務局案のとおりとする。 

  続いて、次第４報告事項（１）消防団安塚方面隊安塚分団の体制の見直しについて、

事務局に説明を求める。 

【大橋次長】 

  資料Ｎｏ．２－１及び２－２に基づき、令和３年４月１日に実施される消防団安塚方

面隊安塚分団の体制の見直しについて説明。 

【松苗正二会長】 

  事務局から説明があったが、何か御質問等あるか。 

【新保良一委員】 

  私が消防団に入ってから１０数年経つが、過疎化や人口減少により、消防団員の数も

かなり少なくなってきているように感じる。もう少し経つと、将来的には各集落に正団

員が一人もいなくなるという事態も想定される。そうなった場合、火災においては初期

消火が一番大切であり、正団員が到着するまでの間、付近の消火栓を使用して初期消火

を行う必要がある。これは、正団員ではなく、一般の方がしなければならないと思う。

災害時の消火活動で正団員が負傷した場合には、治療費等の補償がなされると思うが、

一般の方の場合は対象とならないのか。 
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【岩野所長】 

  以前は地域住民の皆さんから消火栓による初期消火を行っていただいていたが、現在

の取扱いでは、一般の皆さんは消火栓を使用した初期消火をしてはいけないことになっ

ている。現在各集落にある消火栓については、消防団の方から使用いただくことになっ

ている。一般の皆さんが行える消火活動の方法としては、消火器を使用した初期消火に

限られる。一般の皆さんが消火栓を使用すると危険を伴うため、消火栓の使用はできな

い。この点について、市危機管理課が各町内会へ改めて周知を行うということで、昨年

の９月議会で説明しているため、今後周知を図っていくこととなる。 

【新保良一委員】 

  先ほども申し上げたとおり、近い将来には消防団員がいなくなる集落も出てくる恐れ

がある。そのような中で一般の方が何もしてはいけないと言われると、燃えているのに

見ているだけなのか、ということになる。 

【岩野所長】 

  様々な御意見があると思うが、二次災害を起こしてはいけないことから、このような

取扱いとなっている。今後、各町内会で消防団員の数が減少していくと思われるが、そ

うなった場合には区内の消防団のみならず、ほかの区の消防団との連携も検討する必要

が出てくると考えている。 

【新保良一委員】 

  ほかの区の消防団との連携も当然必要になると思うが、到着するまでにはかなりの時

間がかかってしまう。そういったことも含めて検討をお願いしたい。 

【岩野所長】 

  今後、人口減少はさらに進行することから、そういった点も含めて検討していく。 

【松苗正二会長】 

  ほかに御意見等あるか。 

【𠮷野誠一委員】 

  一般の方を巻き添えにしたくないという考えは理解できる。しかし、消防団員でさえ

も、仕事の都合などで人員が揃って出動するまでに時間がかかっている状況である。一

般住民の中で災害時に備えた組織を整備する等の対策をとらないと、初期消火といいな

がら消防団員が到着する頃には本格消火という状況になり、問題である。消火器による

初期消火ではたかが知れていると思う。検討をお願いしたい。 
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【岩野所長】 

  その点については、こちらも重々承知しており、担当部署を中心に検討しているとこ

ろである。最終的な答えは出ていないが、一つの方策として、集落の中には消防団の経

験があるＯＢの方がいることから、それらの方から団員になっていただくということが

考えられる。団員になっていただければ、先ほどお話の合った補償の問題なども解決で

きると思う。それだけで全て解決できるわけではないが、そういったことも含めて、今

後担当部署と協議を重ねていきたい。 

【𠮷野誠一委員】 

  数が揃わないからといって、６０代や７０代のＯＢの方が訓練に出ることになるのか。 

【松苗正二会長】 

  私自身もＯＢ団員であるが、ＯＢ団員の場合、訓練に出ることはない。ただし、災害

時には機械を使用することができ、補償もされることになる。ＯＢ団員が多くいる集落

については、火災発生時の出動にあたっては問題がないと思う。新保委員が言われるよ

うにＯＢ団員も年を取り、機械を動かすことができる人も足らなくなっていく恐れがあ

る。岩野所長が言われたＯＢ団員の確保については、現在も取組みがなされている。 

【𠮷野誠一委員】 

  初期消火のみＯＢ団員が行うということか。 

【松苗正二会長】 

  初期消火のみではない。 

【𠮷野誠一委員】 

  訓練をしてもらわないと、私はやり方を忘れている。 

【岩野所長】 

  災害時には消火栓を使用いただけるということである。 

【松苗正二会長】 

  忘れたということは、ＯＢ団員ではないということである。ＯＢ団員は、ある程度の

知識を持っているということで参加されている。 

【𠮷野誠一委員】 

  忘れたと言えば参加しなくて良いということか。 

【松苗正二会長】 

  ＯＢ団員については、書面により要請がなされ、署名をして提出をすることになる。 
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【岩野所長】 

  消防団員として登録されることになる。 

【新保良一委員】 

  私の集落でも何年かに１回は防災訓練を実施している。数年前に私が町内会長を務め

ていた時も東頸消防署の方から来てもらい、消火器や消火栓を実際に使用して訓練を行

った。しかし、法律が頻繁に改正され、何が正しいのか、何をしてはいけないのか分か

らなくなる。 

【岩野所長】 

  私自身も同様に歯がゆく感じる部分があるが、現状としては、ＯＢ団員として多くの

方から登録し、消火活動にあたっていただきたいと思う。現役の消防団員と同じような

活動をする必要はないので、ぜひ御協力いただきたい。今後も担当部署との協議の中で

新たな情報があれば、随時報告させていただく。 

【山岸重正委員】 

 方面隊について、再編により令和５年度には、ＯＢ団員が必要なくなるという話を聞

いたことがある。分かっている範囲で良いので説明をお願いしたい。 

【岩野所長】 

  私たちが承知している中では、そのような話はない。再編の結果、そのような状況と

なるのか、確認したうえで後日報告させていただきたい。 

【松苗正二会長】 

  ほかに御質問等あるか。 

  （質問なし） 

  それでは、消防団安塚方面隊安塚分団の体制の見直しについての報告は以上で終了と

する。 

  次に安塚区地域協議会としての審議内容について、確認を行う。事前に事務局へ審議

依頼書の提出はあったか。 

【大橋次長】 

  事前の提出はない。 

【松苗正二会長】 

  今回審議依頼書の提出はなしということで、審議依頼事項がある場合は、また次回協

議会開催日の１週間前までに事務局へ提出をお願いしたい。 

それでは、次第５その他（１）次回協議会の開催日について確認する。通常であれば次
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回は３月２３日（火）午後６時から開催となるが、御都合の悪い方はいるか。 

  （意見なし） 

  ３月２３日（火）午後６時から開催でよろしいか。 

  （「はい」の声多数） 

  それでは、次回は３月２３日（火）午後６時から開催とする。 

  ほかに連絡事項等あるか。 

【萬羽主事】 

  令和２年度地域活動支援事業活動報告会について連絡。 

【松苗正二会長】 

  会議の閉会を宣言 

９ 問合せ先 

安塚区総合事務所総務・地域振興グループ  TEL：025-592-2003（内線 23） 

E-mail：yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料も併せて御覧ください。 
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